
第２回みらいの県土研究会地域部会(東部) 

 

日時 令和７年12月25日（木）10時00分～ 

場所 東部総合庁舎別館２階第１会議室 

 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 情報共有 

（１）これまでの経緯【資料１】 （技術調査課） 

 

 

（２）土質改良土について【資料２】（技術調査課・工事検査課） 

 

 

（３）事業紹介【資料３】 （裾野リサイクルサテライト協同組合） 

   ～ 建設発生土リサイクルの新たな調整 ～ 

 

 

（４）先進事例報告【資料４】 （技術調査課） 

   ～ 土質改良土の品質確保（土質改良土プラントの第三者認証の紹介） ～ 

 

 

３ 意見交換 

 

 

 

４ 今後の予定・閉会  













静岡県 交通基盤部 建設経済局
技術調査課・工事検査課

土質改良土について

みらいの県土研究会 地域部会 資料２

「土質改良土」とは、そのままでは利用できない不良土を改良し、再利用が
可能となった土のこと。（広義）
改良方法として、石灰やセメントによる安定処理、天日乾燥による脱水、ふる
い分けによる粒度調整など多種にわたる。
土質改良土を適正に利用することで、最終処分量を低減し、有効利用を促
進する。

積算の質の向上（技術調査課）
• 工事用途ごとに、土質改良土、新材の利用区分の明確化
品質管理の質の向上（工事検査課）

• 品質が担保された土質改良土を供給できる体制の確保

○ どうしたら適正に利用されるのか？

１ 土質改良土について

1



リサイクル原則化ルール
• 公共建設工事における再生資源活用の運用として、国土交通省が策定したリサイクル原
則化ルールに則り、本県でもリサイクル原則化ルールを策定

• 「建設副産物の工事現場からの搬出」と「再生資材等の利用」の２種類に分けてルールを
明記

（ａ）工事現場からの搬出
例 建設発生土が発生する工事現場

①原則、50㎞以内の工事では『工事間流用』
②流用できなければ、ストックヤードへ搬出
③②ができなければ、土質改良プラントへ搬出
④③ができなければ、止むを得ず『最終処分施設』（埋め立て等）へ搬出

建設発生土

２ 静岡県における取組～循環型社会の形成促進 【建設発生土等の有効活用】～
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（ｂ）再生資材等の利用（搬入）

例 再生骨材の利用

工事現場から40kmの範囲内に再生骨材等を製造する再資源化施設がある場合、工事目的物に要
求される品質等を考慮した上で、原則として再生資材を利用する。

建設発生土

再生砕石

※40km以内

２ 静岡県における取組～循環型社会の形成促進 【建設発生土等の有効活用】～
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リサイクル阻害要因説明書

• 説明書には再生資源利用率が１００％にならない理由、他工事または再資源化施設への搬出率が１００％にならない理由

現場内利用→工事間利用（改良含む）
本ルールは「経済性にかかわらず」実施すること。

• 建設副産物の工事間流用や再生材の利用ができない工事については、原則設計書に添付しなければならない



【発生抑制(土を出さない)】
建設発生土の発生を抑制する

【利活用促進(土を無駄にしない)】
建設発生土の利用を促進する

【適正処分 (土を不適切に処分しない)】
建設発生土を適正に処分する

・発生抑制工法の採用
・現場外への搬出を抑制
・現場内利用の推進

・指定利用の徹底
・他工事間での利用拡大
・ストックヤードの活用
・建設発生土の品質及び
環境安全性確保
・土質改良土の利用拡大

・建設発生土処理施設情報の公表
・民間処理施設の整備促進
・ICTの活用、DXの推進

土質改良土の品質が規定されている、県盛土材料取扱基準を見直し、適正に利用できる環境を整える
◆ 発注者側の取組

関係団体からいただいた意見を基に県盛土材料取扱基準を改定。(R5.12共通仕様書改定時)
◆ これまでの状況

土質改良土の利用実態を踏まえて、フォローアップを継続している。
◆ 今後の予定
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＜建設発生土の処理に関する基本方針【R5.3】＞

＜県盛土材料取扱基準＞

２ 静岡県における取組～循環型社会の形成促進 【建設発生土等の有効活用】～

３ 盛土材料取扱基準(R5.12改定版）

• 静岡県交通基盤部が発注する道路工事に盛土材料を使用する場合の基準
• 山土や再生盛土材、土質改良土等の「品質規格」「使用承諾」「検査」等が規定されている
• 盛土材料販売業者は、年に１回、土質試験結果をもとに土木事務所の検査を受け、使用承諾を得ている
• 受注者は、使用承諾を得た盛土材料を購入し、工事に使用
• 静岡市、浜松市も同様の基準を有する

静岡県盛土材料取扱基準とは

適用範囲

本基準は、静岡県交通基盤部が発注する道路、河川、海岸及び砂防工事において
使用する盛土材料に適用する。

• 道路以外の工事においても、使用承諾を得て一定の品質が担保された材料を使用することを原則化
• 土木工事施工管理基準の品質管理基準の規定のある工種を設定
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３ 盛土材料取扱基準(R5.12改定版）

• 土砂をセメント、石灰その他のものにより安定処理したものをいう。
また土質改良土に良質土を混合したものは良質土ではなく、土質改良土として扱う。

•新材及び建設発生土のうち、含水比低下、粒度調整、安定処理等の土質改良を
行ったもの

土質改良土とは
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積算について

技術調査課

みらいの県土研究会 地域部会 資料２
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土質改良土の基本単価の設定（静岡県建設資材等価格表R7.12）

盛土材料取扱基準に定める４種類の用途に分けて、
土質改良土の単価を設定した。
静岡県全域において、土質改良土を使用する際に、見積等が不要に。
→発注者が設計時に使用しやすい環境の整備。

例）下田・熱海・沼津土木 管内

単価は価格実態調査に基づき設定している。
各事務所等で実施した検査により、使用承諾を得た
盛土材（土質改良土）を対象に調査を行っている。
→盛土材料取扱基準における品質規格を満たした
土質改良土の適正価格を設定。（品質が不明瞭であるものを価格調査の対象外に）

名　　　称 単位 東部地区
路床材　土質改良土 ｍ３ 2,800～4,000
路体材　土質改良土 ｍ３ 1,900～4,000
裏込め材　土質改良土 ｍ３ -
埋戻し材　土質改良土 ｍ３ 2,300～4,800
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令和７年度の土質改良土使用承諾一覧
土質改良土の基本単価の設定

事務所名 会社名 所在地（運搬距離元） 裏込め材・埋戻し材・路床材・路体材の別 文書番号 使用期間　自 使用期間　至

下田

熱海

沼津 木村土木株式会社中伊豆工場 伊豆市徳永地内 路床材/路体材 沼土企第61-1号 R7.10.15 R8.10.14

沼津 木村土木株式会社獅子浜営業所 沼津市獅子浜地内 路体材 沼土企第61-1号 R7.10.15 R8.10.14

沼津 鶴よし建設株式会社 三島市川原ヶ谷957-1 路体材 沼土企第61-1号 R7.10.15 R8.10.14

富士 三興開発株式会社 富士市五貫島地内 路床材/路体材 富土企第11-19号 R7.10.1 R8.9.30

富士 丸エ砂利株式会社 富士宮市里山地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 富土企第11-20号 R7.10.1 R8.9.30

富士 株式会社後藤 富士宮市上稲子地内 路床材/路体材 富土企第11-26号 R7.10.1 R8.9.30

静岡

島田 株式会社Tec 焼津市三和地内 路床材/路体材 島土企第28号 R7.7.1 R8.6.30

島田 有限会社橋本建材 焼津市高新田地内 路床材/路体材 島土企第28号 R7.7.1 R8.6.30

島田 株式会社心絆 牧之原市静波1703-12 路体材 島土企第28号 R7.7.1 R8.6.30

島田 株式会社静岡砕石センター 焼津市小浜地内 路床材/路体材 島土企第28号 R7.7.1 R8.6.30

袋井 株式会社堀内土木 磐田市向笠竹之内 路床材/路体材 袋土企第49号 R7.8.25 R8.8.24

袋井 袋井市建設残土再生事業協同組合

(FCB静岡協同組合） 袋井市友永地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 袋土企第61号 R7.8.25 R8.8.24

袋井 有限会社アイビック 掛川市沖之須 路床材/路体材 袋土企第105号 R7.12.1 R8.11.30

浜松

静岡市 東海鉱業株式会社 静岡市葵区慈悲尾地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 美和砕石株式会社 静岡市葵区西ヶ谷地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 グリーンサイクル共同組合 静岡市葵区北沼上地内 路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 藤田建材株式会社 静岡市葵区北沼上地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 有限会社オカムラ運輸 静岡市清水区堀込地内 路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 マーセリサイクル株式会社 静岡市清水区大内地内 路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 坂本建設株式会社 静岡市清水区大内地内 路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 有限会社細澤建材興業 静岡市清水区庵原町地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 有限会社セレス 静岡市清水区庵原町、横砂地内 路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 有限会社細澤建材 静岡市清水区折戸地内 路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

静岡市 有限会社帆高建材工業 静岡市駿河区広野地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 静建土技第879号 R7.7.27 R8.8.26

浜松市 藤野建設株式会社 浜松市中区佐浜町地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 浜財技第41号 R7.7.1 R8.6.30

浜松市 株式会社マテックス合働 浜松市中央区豊西地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 浜財技第41号 R7.7.1 R8.6.30

浜松市 株式会社山辰鉱産 浜松市中央区大山町地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 浜財技第41号 R7.7.1 R8.6.30

浜松市 浜北砕石株式会社 浜松市浜名区三大地内 裏込め材/埋戻し材/路床材/路体材 浜財技第41号 R7.7.1 R8.6.30
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新規で設計書を作成する際に、
新材利用時には上記の注意事項が
表示される。

積算システムの改修（済）
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【大型土のう工について】
＜令和7年10月～＞

◎土砂の材料について、土質改良土を追加
→ 土質改良土を適切に利用する（土のう工同様） 11

土木工事標準積算基準書について（主な改定）



工種 用途詳細（※） 留意事項 土質改良土種類

埋戻し材 裏込め材 路床材 路体材

工作物の埋戻し 側溝、防護柵
標識基礎等 ○

土木構造物の裏込め
擁壁
ブロック積
護岸等

表層利用注意
淡水域利用注意 ○

道路用盛土 路床 ○

路体 施工機械の選定注意 ○

河川築堤 一般堤防
透水性注意
表層利用注意
施工機械の選定注意
淡水域利用注意

○ ○ ○ ○

仮設利用
（仮設道路、大型土嚢等）

水域利用 淡水域利用注意
固化反応注意 ○

水域外利用 固化反応注意 ○

●工種別に、土質改良土の使用可否を明確にし、発注者が利用しやすい環境を整える
●利用時の留意事項の明確化
●より詳細な用途ごとの使い分けを明示した「用途詳細早見表」の作成
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工種別使用材料区分表（案）について（作成中）

●工種ごとにどの土質改良土が使用可能か明確にし、発注者が利用しやすい
環境を整える

●施工パッケージ等で土質改良土を選択できるよう改修予定

【用途詳細早見表の作成】
施工パッケージ名称 工種

土質改良土
種類

備考

路体（築堤）盛土
道路用盛土・河川築堤 路体材

透水性注意・表層利用注意・施工機械の選定注意・淡
水域利用注意

路床盛土 道路用盛土 路床材

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）
道路用盛土・河川築堤 路体材

透水性注意・表層利用注意・施工機械の選定注意・淡
水域利用注意

路床盛土（ＩＣＴ） 道路用盛土 路体材

埋戻し 工作物の埋戻し 埋戻し材

法面整形 道路用盛土 路体材 盛土部

法面整形（ＩＣＴ） 道路用盛土 路体材 盛土部

間知ブロック積 土木構造物の裏込め 裏込め材 表層利用注意・淡水域利用注意

大型ブロック積 土木構造物の裏込め 裏込め材 表層利用注意・淡水域利用注意

植樹 工作物の埋戻し 埋戻し材

石積（練石）（複合） 土木構造物の裏込め 裏込め材 表層利用注意・淡水域利用注意

石張（複合） 土木構造物の裏込め 裏込め材 表層利用注意・淡水域利用注意

石積（張） 土木構造物の裏込め 裏込め材 表層利用注意・淡水域利用注意

石積（張）（材料費） 土木構造物の裏込め 裏込め材 表層利用注意・淡水域利用注意

小型擁壁 土木構造物の裏込め 裏込め材

重力式擁壁 土木構造物の裏込め 裏込め材

もたれ式擁壁 土木構造物の裏込め 裏込め材

逆Ｔ型擁壁 土木構造物の裏込め 裏込め材

Ｌ型擁壁 土木構造物の裏込め 裏込め材

プレキャスト擁壁設置 土木構造物の裏込め 裏込め材

補強土壁壁面材組立・設置 土木構造物の裏込め 裏込め材 盛土部

補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 土木構造物の裏込め 裏込め材 盛土部

補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） 土木構造物の裏込め 裏込め材 盛土部
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用途詳細早見表（案）について（作成中）



品質管理について

工事検査課

みらいの県土研究会 地域部会 資料２
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種 類 根拠（県独自設定） 根拠（道路土工盛土工指針） 現行基準

裏込め材
・埋戻し材

－ 4,750μｍふるい通過質量百分
率：25～100％

4.75ｍｍふるい通過質量百分
率：25～100％

－ 75μｍふるい通過質量百分率：
0～25％

75μｍふるい通過質量百分率：
0～25％

－ 塑性指数（425μｍふるい通過分
について）：10以下

塑性指数（425μｍふるい通過分
について）：10以下

路床材相当の規格を準用 － 設計CBR：20以上

RC40相当の転圧を考慮 最大粒径100mm 最大粒径：40mm以下

路床材

4,750μmフルイを通るもの
の重量百分率(％)25～100 － 4.75ｍｍふるい通過質量百分

率：25～100％
75μmフルイを通るもの
の重量百分率(％)0～25 － 75μｍふるい通過質量百分率：

0～25％
425μmフルイパス分のPIが
10以下 － 塑性指数（425μｍふるい通過分

について）：10以下
変状土CBRが20以上 （舗装の構造設計で想定

しているCBR） 設計CBR：20以上

－ 最大粒径100mm 最大粒径：100mm以下
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１ 盛土材料取扱基準（材料の品質規格）(R5.12改定版）

路体材

4,750μmフルイを通る材料の中
に占める75μmフルイパス分が
50％以下

－

4.75ｍｍふるいを通る試料の中に占
める75μｍふるい通過質量百分率：
50％以下

425μmフルイパス分のPIが
30以下 －

塑性指数（425μｍふるい通過分につ
いて）：30以下

－ － －

－ 最大粒径300mm 最大粒径300㎜以下



河川築堤盛土材として望ましい品質規格の設定

「河川築堤盛土材」として望ましい品質規格を新たに設定
市場の流通や検査体制が整備されるまでの間、暫定的に望ましい品質規格を定めるものとする。

懸念点 改定後 根 拠
セメント等のアルカリ成分が
河川へ溶出すること
＜環境影響＞

• 水素イオン濃度（pH）：
5.8～8.6 水質汚濁防止法における一律排水基準

不透水性（水密性）
の確保

＜堤防の安全性＞

• 75μｍふるい通過質量百分率：
15～50％

河川土工マニュアルH21.４
「堤体材料として望ましい土」

• 最大粒径：100㎜以下
河川土工マニュアルH21.4
「堤体材料として望ましい土」
10cm~15cm以下

• 透水係数（cm/s）：
1×10-3以下

H25.6（透水係数の目安）における河川
堤防の浸透に対する照査・設計のポイント
「低い」透水係数

２ 盛土材料取扱基準（望ましい品質規格）(R5.12改定版）

セメント等を用いた地盤改良土は、性質上、改良後、短期間は少なからず表面からアルカリ分が溶出されます。
このため、適用範囲について確認すること。
※海、河川、湖等十分な水量がある場合は、水量に対して溶出するアルカリ量が極めて少ないため、影響が出る可
能性は低いと考えられるが、必要に応じて一時仮置き等の対応を行うこと。

（参考）【セメント系固化材による地盤改良マニュアル】
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材料の使用承諾
盛土材料使用承諾の有効期限は1年間とする。
受注者は、裏込め材・埋戻し材、路床材及び路体材を使用するときは、静岡県またはこの取扱基準と同等の
品質規格を定めている静岡県内の公共団体が通知した有効期限内の使用承諾書との提出により、監督員
の承諾を得なければならない。

３ 盛土材料取扱基準（材料の使用承諾・材料の検査）

材料の検査
書類審査（関係法令許可証の確認等）
生産設備の現地検査（生産工程及び生産設備の確認、目視検査）
土質試験による品質検査（力学的試験、土壌環境基準試験）

【留意事項】
盛土材料販売業者等は、使用承諾を得た盛土材の品質に変化が生じた場合または、採取場または生産設備を変
更する場合は、速やかに土質試験を行い、改めて承諾を得るものとする。
→品質に変化が生じていない確認が必要。
現状は、検査監立会いの下、年1回のみ材料検査を実施している。
（※盛土材販売業者等からの使用承諾の申請に基づき実施している）

○様々な工事から搬入される土を母材とした土質改良土を、
どのように品質管理するか。（立会検査・自主管理等）

17



2025/12/11

1

建設発生土リサイクルの新たな挑戦
裾野リサイクルサテライト協同組合のご提案
地域の課題を、地域の力で解決する 持続可能な建設リサイクルの実現へ

建設業界を取り巻く環境の激変:避けては通れない課題

2025/12/11

これらの要因が工事の工程管理と原価管理に大きな影響を与えている

令和3年7月の熱海市大規模土石流を契機とした「盛土規制法」の施行

資料３



2025/12/11

2

裾野市における建設発生土の現状と課題

2025/12/11

地域の需要と供給のミスマッチを解消し、地域内で資源を循環させる仕組みが急務となっている

我々の解決策:地域循環型リサイクルを実現する
「裾野リサイクルサテライト協同組合」

2025/12/11



2025/12/11

3

事業の拠点:戦略的立地

2025/12/11

効率性を追求した用地利用計画

2025/12/11



2025/12/11

4

価値を創造する:建設発生土リサイクル 業務フロー

2025/12/11

構想から実行へ:これまでの主な経過

2025/12/11



2025/12/11

5

事業機会と乗り越えるべき課題

2025/12/11

課題解決に向けた販売・品質戦略

2025/12/11



2025/12/11

6

ご要望:公共工事における改良土の積極的な採用について

2025/12/11

設立・運用までのロードマップ

2025/12/11



2025/12/11

7

裾野市の建設業界が直面する課題を解決し、
持続可能な未来を築くために

裾野リサイクルサテライト協同組合（準備会）

担当 渡辺建設株式会社 芹澤将彦

Email：masahiko-s@wataken.com

mobile：090-3951-0193

2025/12/11

「裾野リサイクルサテライト協同組合」の設立と運営に、
皆様のご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。
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みらいの県土研究会（東部地域部会） 

議 事 要 旨 

  

日 時 ： 令和７年 12 月 25 日(木) 10:00～11:40  

場 所 ： 東部総合庁舎別館２階 第１会議室 

出席者 ： 別紙出席者名簿のとおり  

  

議事次第に基づき技術調査課から説明を行った。 

発言者からの主な意見は以下の通り。  

【情報共有について】  

1.これまでの経緯【資料 1】（技術調査課） 

 (意見等無し) 

2.土質改良土について【資料 2】（技術調査課・工事検査課） 

 (意見等無し) 

3.事業紹介【資料 3】（裾野リサイクルサテライト共同組合） 

 ～建設発生土リサイクルへの新たな挑戦～ 

 (意見等無し) 

4.先進事例報告【資料 4】（技術調査課） 

～土質改良土の品質確保（土質改良土プラント第三者認証を参考として）～ 

 (意見等無し) 

 

【意見交換】 

（質問 1：静岡県砕石業協同組合) 

・資料 2 リサイクル原則化ルールに関して、経済性に関わらず残土の使用が優先と

なるのか。 

・コンクリートがらなどが行き場を失ってしまっている。処理業者の中には再生材

の出荷が落ち込み、引取りが出来ず瓦礫の受け入れができない問題がある。残土

のみならず瓦礫類なども再生していかなければならない中で発生量と使用量のバ

ランスを把握していく必要がある。がれき類の再利用を図ろうにも、使用量が圧

倒的に少なければ、どこもかしこも在庫があふれかえってしまう。 

・東部地区は神奈川県と接しており、県外からも流入してくる残土や瓦礫がある。

愛知県では県内リサイクルを推進し、「あいくる材」（愛知県リサイクル資材評価
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制度の略称）の取組を進めている。静岡県でも、県外からの流入量を把握するこ

とや、規制を行うことも必要ではないか。 

（回答 1-1：技術調査課) 

・リサイクル原則化ルールにおいて、残土（建設発生土）の現場内利用や工事間流

用は基本の考え方であり、建設発生土が使用できる箇所か、新材を使用すべき箇

所かを考慮し、適材適所で使い分けていく。 

・県外からの流入量の把握については、調査手法がなく、なかなか難しい。 

・公共工事では、工事目的の達成を優先して発注を行っているが、可能な範囲で土

砂等の需給バランスにも配慮しながら進めていきたい。 

（回答 1-2：裾野リサイクルサテライト共同組合) 

・組合として、市内近隣の受け入れは考えているが、県外からの受け入れは想定し

ていない。 

 

（質問 2：静岡県砕石業協同組合) 

・本日のテーマは土質改良土の品質確保ということだが、資料 4 の土質改良プラン

ト第三者認証制度について、今後、県としてどのような方針を考えているのか。 

・裾野リサイクルサテライト共同組合では、認証を受ける予定があるかどうか伺い

たい。仮に受けるとなると、コストや手間がかかる可能性があると思われる。 

（回答 2-1：技術調査課) 

・現時点で第三者認証制度をこのまま取り入れていくのは難しいと考えている。県

内事業者が独自で行っている土質改良土の品質管理となじまない部分もあると思

う。土質改良土の品質管理を行う際の参考として事例紹介を行った。県の制度に

どこまで取り入れるか等について、今後、検討していく。 

（回答 2-2：裾野リサイクルサテライト共同組合) 

・制度の活用については、現段階では保留といった段階である。 

 

（質問 3：三島市) 

・土質改良土の品質をどのように確保していくか検討を進めることが大事だと感じ

た。統一の判断基準、試験内容が必要である。 

・新材と改良土の適材適所での利用や残土の発生量と利用量のバランスの問題もあ

るため、適正価格の設定と利用量の拡大について、さらに深堀する必要があるの

では。 
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・三島市では一時仮置きができるような、一定の広さの市有地がない。裾野市では

どのように場所を確保したのか。また、その土地の財産区分は何（普通財産？）

で、契約は借地と売買のどちらを予定しているのか伺いたい。 

・裾野リサイクルサテライト共同組合の提案資料では、業務フローに分別がはいっ

ているが、瓦礫や草が混ざった状態で持ち込みすることを可能としているのか。 

（回答 3-1：裾野市) 

・該当の土地は、運動公園の一部として利用され、現在は、教育委員会が管理して

いる土地である。今後、用途を切り替えて賃貸借とする予定である。 

（回答 3-2：裾野リサイクルサテライト共同組合) 

・草や瓦礫を除いた状態で受け入れ対応する。 

 

（意見：沼津土木事務所) 

・公共工事では、土砂の需要バランスのためだけではなく、目的をもって工事発注

を行っている。バイパス工事等の大規模工事では、需給バランスにも配慮してい

る。 

・その年ごとに需給バランスを事務所全体で把握、調整することは難しい状況であ

る。砂防事業、河川事業などでは比較的切土が多くなる。道路事業でも、最近で

は山裾を盛土するのも周辺住民からは危険な印象があるため、切土の方が多くな

ってしまう。 

・今後も計画する道路等では、切盛バランスを取って計画したいと考えている。 

 

（意見：木村土木株式会社) 

・当社では、年間およそ 50,000 ㎥のがれき類を受け入れているが、再利用は１割

くらいで、残りは全量を船で県外に出している。今は、そういうやり方ができる

が、今後はできなくなるため、県内での再利用を促進してほしい。 

・品質については、かつて残土のリサイクルにあたり、品質管理をおろそかにした

事業者もあったためリサイクル材が嫌われてきた歴史がある。今後、建設残土を

資源として扱っていくためには、徹底的な品質管理が求められる。信用がおける

第三者機関が、定期的な検査を継続していかなければ、建設発生土の利用促進は

続かないと考えている。 

 

（意見：技術調査課) 



4/4 

・今回のテーマは、県工事において土質改良土の利用実績が乏しい中で、品質管理

手法について議論していただいている。利用実績がほとんどないため、品質管理

等（再泥化やトラフィカビリティの課題も含めて）について、現状は深く考えて

いないという意見もあると思うが、今後、積算側の課題が解消され、発注者が利

用しやすくなることで、適正利用が一気に進む際に、品質管理についての検討は

必要となる。管理手法が、コスト面と品質面のバランスが取れ、受発注者共に納

得のいくものとするため意見集約をつづけていきたい。 

 

（意見：静岡県砕石業協同組合) 

・盛土環境条例について、管理された再利用土と（条例の規制対象外の）少量の流

用土が混ざった場合や結果として環境への影響を及ぼした場合、管理した材料を

出荷した側の責任になる恐れがあるのではないか。少量の土砂の管理の基準も設

ける必要があるのではないか。 

（回答：技術調査課) 

・盛土環境条例では、環境に影響のない土量を規制対象外としていると想定される

が、関係部局に確認が必要だと思われる。 

 

（意見：静岡県砕石業協同組合) 

・建設業者等の立場では、土質改良土を工事で使うことで何らかのメリットがあれ

ば、さらに頑張れると思われる。土質改良土を利用する際、建設業者（受注者）

への補助、税制優遇等なんらかのメリットは考えられているか。 

・民間任せでは販売できない場合に最終処分になってしまう。 

採算が取れない可能性が高いので、採算性に関わる部分を県からも考え方を提示

して欲しい。 

（回答：技術調査課) 

・ご意見として申し受ける。 


